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Ⅰ はじめに 
 

  我が国の総人口は、平成 20 （2008）年の 1億 2,808 万人をピークに減少傾向が続いてい

るが、内閣府「令和 6年版高齢社会白書」によれば、令和 5（2023）年 10 月 1 日現在では

1 億 2,435 万人であり、このうち、15～64 歳人口は 7,395 万人で、総人口に占める割合は

59.5%、65 歳以上人口は 3,623 万人で、総人口に占める割合 （高齢化率）は 29.1%となって

いる。 

  また、65 歳以上人口のうち「65～74 歳人口」は 1,615 万人で、総人口に占める割合は

13.0%、「75 歳以上人口」は 2,008 万人で、総人口に占める割合は 16.1%となっており、75

歳以上人口が 65～74 歳人口を上回っている。 

65 歳以上人口は、「団塊の世代」が 65歳以上となった平成 27 （2015）年に 3,379 万人と

なり、「団塊の世代」が 75 歳以上となる令和 7 （2025）年には 3,653 万人に達すると見込ま

れている。その後も 65歳以上人口は増加傾向が続き、令和 25 （2043）年に 3,953 万人でピ

ークを迎え、その後は減少に転じると推計されている。総人口が減少する中にあっても、

65 歳以上の者が増加することにより高齢化率は上昇を続け、令和 19 （2037）年に 33.3％と

なり、国民の 3人に 1人が 65 歳以上の者となると見込まれている。 

また、総人口に占める 75 歳以上人口の割合は、令和 52（2070）年には 25.1％となり、

約 4 人に 1人が 75 歳以上の者となると推計されている。 

 

  令和 2 年国勢調査結果を基にした仙台市の将来人口推計（仙台市まちづくり政策局）に

よれば、仙台市の人口は令和 10 （2028）年の 110.1 万人をピークに減少に転じる見通しで

あるが、全国的な傾向と同様に、高齢化率は上昇を続け、20 年後の令和 27 （2045）年には

市民の 3人に 1人が 65歳以上の者となると見込まれている。 

 

こうした人口構造の変化により、我が国は医療費や介護費の増大、労働力の不足、社会

保障制度の持続可能性などの様々な課題に直面している。特に、高齢化による医療需要の

増加や複合的な疾患を有する患者の増加、少子化による医師や看護師等の医療従事者の減

少は、医療の現場にとって多大な影響を及ぼすこととなる。 

この間、国は、中長期的な人口構造や医療ニーズの質 ・量の変化を見据え、医療機関の機

能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の確保を図るため、

地域医療構想の推進に力を入れてきた。 

 

  仙台市では、高齢化の進展による医療・介護需要の増大や、医師の働き方改革を受け、

限りある医療資源を効果的 ・効率的に活用し、将来にわたる持続可能な医療体制の確保や、

地域包括ケアシステムの充実強化が今後ますます重要になるとの認識の下、宮城県や医療 ・

福祉等の関係者と連携しながら、自ら積極的に市内における医療の充実に向けた取り組み

を継続的、戦略的に進めていくため、中長期を見据えた医療政策の取り組みの考え方や方

向性をとりまとめた仙台市医療政策基本方針を令和 6年 3月に策定したところである。 

 

同方針において、救急医療については「人口構造の変化により生じる将来的な救急需要

の増加へ対応し、救急医療を必要とする人が、症状や重症度に応じた医療機関を受診し、

適切な医療を受けることができるよう、総合的な対策が必要」との課題認識が示されてお

り、初期救急医療体制については、市民に最も身近な救急医療の場として、その適切なあ

り方について、入り口となる相談機能の充実などとあわせて一体的な検討を進めるため、

仙台市初期救急医療体制検討会議が設置された。 

 

  本会議では、この間、計 回の会議を開催し、仙台市の救急医療の入り口となる受診相

談体制及び初期救急医療体制における現状と課題、今後の取り組みの方向性等について議

論を行ってきた。本書はその結果をとりまとめたものである。  
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Ⅱ 現状認識 
 

１ 初期救急医療を取り巻く環境 

 (1) 人口動態 

○仙台市の人口は、平成 11（1999）年 5 月に 100 万人を超え、その後も緩やかに人口

増加が続いてきたが、令和 10（2028）年をピークに減少に転じる見込み。 

 

○少子化の進行により、令和 7 （2025）年から令和 27 （2045）年までの 20 年間で、15

～64 歳のいわゆる生産年齢人口が 10 万人減少する見込み。 

 

○65 歳以上の高齢者の割合は、令和 27 （2045）年には人口の 33.4％に達し、市民の 3

人に 1人は高齢者となる見込み。 

 

 

 

 
 

 

 

  

（万人） 
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○出生数は年々減少傾向、死亡数は増加傾向で推移。 

 

○単年毎の比較では、死亡数が出生数を上回り、人口は自然減の傾向。 

 

 

 

 

○平成 29年から死亡率が出生率を上回っている。 
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 (2) 医療の現場 

○高齢化に伴い、受療率の高い高齢の救急患者が増加し、今後も救急医療に対する需

要は増加の見通し。 

 

○高齢者は複数の疾患を有していることが多く、診断や治療が複雑化。 

 

○医師、看護師等の医療従事者の不足が生じており、診療体制確保への影響が懸念さ

れる。今後、少子化により労働人口の減少が続けば、なお厳しい状況に陥ることが考

えられる。 

 

○令和 6 年 4 月より医師の働き方改革の一環として勤務医の労働時間規制が実施され

たことも相まって、病院から休日夜間診療所等に派遣してもらう医師の確保にも支

障が生じるおそれがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65歳以上 18歳以上 17歳未満
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 (3) 患者の受療行動の変化 

○患者の受療行動が変化しており、 「まず病院へ行く」ではなく、「まず電話で相談」す

る患者が増えている。 

 

 

  総括  

○少子高齢化の影響により、医療需要が増加、労働者人口が減少する中、限りある医療

資源を効果的・効率的に活用していくことが今後ますます重要となる。 

 

○救急医療の入り口としてスクリーニング機能も果たす#7119 等の相談体制、市民に身

近なところで比較的軽度な患者に医療を提供する初期救急医療、入院を要する重症

患者に医療を提供する二次救急医療、より重篤な患者に高度な医療を提供する三次

救急医療が、患者の状況に応じて適切に提供できる体制が確保され、切れ目なく連携

が確保されていることが必要である。 
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Ⅲ 今後の対応 
 

○人口構造の変化や医師の働き方改革、患者の受療行動の変化といった要因によって、初

期救急医療を取り巻く環境は大きな転換点を迎えているものと考えられる。 

 

○本会議においては、仙台市医療政策基本方針において整理された課題に加え、前述の環

境の変化にも的確に対応し、市民の不安に応える受診相談体制ならびに市民の命と健康

を守る初期救急医療体制の確保に向けて、今後仙台市が検討すべき課題や取り組みの方

向性について議論を行い、次のとおり整理した。 

 

 

１ 基本的な考え方 

 

○各課題に対し、相互連携による一体的な取り組みを行っていくことで、相乗効果が期待

できる。特に、軽度の救急患者については、受診相談体制と初期救急医療体制の相互を

補完した一体的な取り組みにより、医療資源の効果的・効率的活用につなげていく必要

がある。 

 

 ○また、市民の理解・協力を得ること、適切な相談・受療を行える環境を確保することも

必要である。 

 

○以上のことから、今後の具体的な施策立案においては、次のような視点を基に検討して

いくことが望ましい。 

 

①必要な医療を確実に提供 

②市民の理解と協力による体制構築 

③医師等医療人材の効率的・効果的な活用 

④市民がより相談・受診しやすい環境 

⑤関係機関との緊密な協力体制 

⑥高次の医療機関との連携 

⑦ＤＸの活用 

 

 

 ２ 初期救急医療体制全般 

  

   

 

 〔課題〕 

○初期救急医療の現状や市民のニーズ、それらの変化の見通しに関して分析を行い、施

策立案に結びつけていくことが必要 

○医師の働き方改革の影響や、医療従事者の確保が困難となっていくこと等も踏まえた

施策立案が必要 

 

 〔取り組みの方向性〕 

 ○医師会、各医会、各大学、県などの関係機関との連携 

 ○医師向けの救急医療に関する啓発 

 ○今後のニーズを踏まえた受診相談機能や初期救急医療体制全体での最適化 
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 ３ 受診相談体制の充実 

  

   

 

〔課題〕 

○救急医療に対する市民の理解・協力を促し、受療行動の適正化を図ることが必要 

○既存の受診相談機能の利便性向上のほか、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーショ

ン）も視野に入れた患者の選択肢の拡充により、ユーザーフレンドリーな受診相談体

制を確保することが必要 

 

 〔取り組みの方向性〕 

  ○適切な受療行動へとつなげる救急医療に関する市民理解の促進 

○より市民が使いやすく、効果的な運用を目指し、既存の受診相談機能を改善 

○受診相談に係る市民の選択肢の拡充 

○患者のニーズに即した助言の提供や適切に相談から受診につなぐ体制の確保 

 

  【具体的な取り組み（案）】 

○#7119、#8000 に関する広報における訴求力の強化、診療所や調剤薬局等と連携した市

民向け広報 

  ○#7119 の 24 時間化、回線の増強 

○より適切な相談受付・対応の提供に向けた取り組み 

  ○市民の選択肢の充実に向けたオンライン相談の導入検討 

○市民がかかりつけ医や救急医療、医療機関ごとの機能分担に関する知識を深められる

場の提供 

 

 

４ 休日夜間の初期救急医療体制の維持・充実 

  

   

 

〔課題〕 

○医療従事者の不足や医師の働き方改革の影響、患者の受診状況の現状及び今後の見通

し等も踏まえながら、限りある医療資源を効果的・効率的に活用するという観点もあ

わせて、休日夜間診療所 （歯科を含む）、在宅当番医制等、市内医療機関の連携による

適切な診療体制を確保していくことが必要 

○患者の状況に応じた適切な医療を提供するため、休日夜間診療所については、高次の

救急医療機関と円滑に連携できる体制の構築を図っていくことが必要。 

○北部急患診療所については、施設構造上の課題が指摘されており、移転も含めて検討

することが必要 

○かかりつけ医、かかりつけ歯科医との連携の観点も踏まえ、仙台市全体で初期救急医

療体制を検討していくことが必要 
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 〔取り組みの方向性〕 

  ○医療資源の集約化や適正配置、関係機関の連携等により、持続可能な休日夜間診療体

制を確保 

  ○北部急患診療所における待合室や駐車場などの施設・設備上の課題を解消し、患者が

受診しやすい環境、感染症患者を受け入れられる診療体制を確保 

○休日夜間診療所を訪れた患者が高度な治療や入院治療を要する場合に高次の救急医療

機関へ円滑に転送できる体制の確保 

○医師その他医療資源の効果的・効率的な活用や、患者の受診状況などを踏まえた深夜

帯の初期救急体制の確保 

○年末年始等の患者が集中する時期における各医療機関の協力・連携による診療体制の

確保 

○専門科目の診療におけるバックアップ体制の確保 

○医療ニーズの変化にも対応可能な選択肢拡大の検討 

○かかりつけ医、かかりつけ歯科医の普及啓発 

 

  【具体的な取り組み（案）】 

  ○高次の救急医療機関との連携を含めた、休日、深夜帯における休日夜間診療所、在宅

当番医制などの適切な診療体制の検討 

  ○休日夜間診療所からの円滑な転送や患者集中時のバックアップ等のため、高次の救急

医療機関との近接、併設も含めた連携強化の検討 

○休日夜間診療所で働く医療従事者の勤務条件等の検討 

○市民の選択肢拡大や応需体制の充足を図るため、相談や診療へのオンラインの活用を

検討 

○夜間歯科診療体制の見直しと年末年始等における救急歯科診療応需体制の検討 
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付録１ 



 

 

仙台市初期救急医療体制検討会議における検討経過 
 

第１回 

日時：令和 6年 8月 19 日（月）18：00～ 

議事：会議の運営について 

   本市における初期救急医療体制の現状について 

第２回 
日時：令和 6年 11 月 8日（金）18：00～ 

議事：課題と取り組みの方向性について 

第３回 
日時：令和 7年 1月 14 日（火）18：00～ 

議事：本市における初期救急医療体制等の取り組みの方向性について 

第４回 
日時： 

議事： 

 

 

  

付録２ 



 

 

 

 

 

■受療行動の適正化 
 

■初期救急医療体制の確保 
 

■医師の働き方改革や労働人口減少を受けてのマンパワーの確保 
 

 

 

 

 

■受診相談体制の充実 

＃7119 や＃8000 などの相談電話のほか、デジタル技術の活用も検討しながら、受診相談体制

の充実を図ります。 

 

付録３ 



 

 

市民が症状に応じた医療機関を受診できるよう、受診相談体制を確保するとともに、

効果的に活用されるよう、周知強化を図ります。 

 

救急車の適時・適切な利用等に向けて、＃7119 の 24 時間化など、内容の充実を検討

します。 

 

■初期救急医療体制の維持・充実 

初期救急医療機関の受け入れ機能充実を図るため、本市が設置する初期救急医療機関の適切な

あり方について検討してまいります。 

 

初期救急医療機関と二次救急医療機関の連携の強化や、施設上の課題解消、受診しや

すい体制確保などの観点から、適切な初期救急医療体制について検討します。 

 
 

 


